
令 和 ８ 年　　第 ２ 回 甲 賀 市 議 会 定 例 会　　提 出 議 案

（令和８年２月１２日）

　　案　　　件　　　名　　　及　　　び　　　要　　　旨

議案第 4 号 令和８年度甲賀市一般会計予算

歳入歳出予算総額を４４，５００，０００千円と定めるもの。

議案第 5 号 令和８年度甲賀市国民健康保険特別会計予算

歳入歳出予算総額を８，６１３，０００千円と定めるもの。

議案第 6 号 令和８年度甲賀市後期高齢者医療特別会計予算

歳入歳出予算総額を２，８４０，０００千円と定めるもの。

議案第 7 号 令和８年度甲賀市介護保険特別会計予算

歳入歳出予算総額を８，６７４，０００千円と定めるもの。

議案第 8 号 令和８年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計予算

歳入歳出予算総額を３０，２９７千円と定めるもの。

議案第 9 号 令和８年度甲賀市病院事業会計予算

収益的収入予定額を８３９，１５６千円、収益的支出予定額を９８７，１１６千円と
し、資本的収入予定額を３７，０２７千円、資本的支出予定額を７０，０８１千円と定
めるもの。

議案第 10 号 令和８年度甲賀市水道事業会計予算

収益的収入予定額を３，１３０，６７８千円、収益的支出予定額を３，０７５，６３６
千円とし、資本的収入予定額を９３４，９５４千円、資本的支出予定額を２，２６３，
９４７千円と定めるもの。

議案第 11 号 令和８年度甲賀市診療所事業会計予算

収益的収入予定額を１３，１８５千円、収益的支出予定額を８９，５０６千円とし、資
本的支出予定額を６２，０５２千円と定めるもの。

議案第 12 号 令和８年度甲賀市下水道事業会計予算

収益的収入支出予定額をそれぞれ３，６６１，２７０千円とし、資本的収入予定額を
２，１００，１９３千円、資本的支出予定額を３，２７６，７１０千円と定めるもの。

議案第 13 号 甲賀市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

甲賀市教育委員会教育長の任命につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４
条第１項の規定に基づき、同意を求めるもの。

議案第 14 号

国の「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準」が制定され、本市においても令和
８年４月から乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施するに伴い、甲賀市
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を制定するもの。

議案第 15 号

国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が令和７年１
２月１６日に可決、同２４日に公布されたことに伴い、令和８年４月１日から新たに措
置する手当等について改定を行うもの。

議案第 16 号

令和８年４月から乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施するに伴い、対
象者の住所地要件を外すため、甲賀市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する
もの。

議案第 17 号

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴
い、上位法令と整合を図るため、甲賀市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改正するもの。

議案第 18 号

令和７年度税制改正を受けて介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、令和８
年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法及び基準に関する特例を定めるた
め、条例の一部を改正するもの。

甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

甲賀市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について

甲賀市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例の制定について

甲賀市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

新年度予算：９件　人事：１件　条例制定：１件　条例改正：７件　補正予算：５件　その他：２件　　合計２５件

甲賀市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について



議案第 19 号

甲賀市立信楽中央病院多羅尾出張診療所の移転に伴い、当該診療所の位置を「甲賀市信
楽町多羅尾２０１４番地」から「甲賀市信楽町多羅尾１９１８番地２」へ改め、また甲
賀市が運営する公立病院として国民健康保険の趣旨に基づき病院事業を実施し、公衆衛
生の向上及び増進に寄与するため、条例にその旨を明記するもの。

議案第 20 号

応急手当指導員資格を有する元消防団員を支援団員として確保することで、応急手当講
習の開催が継続できるよう、甲賀市消防団条例の一部を改正するもの。

議案第 21 号

「消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」が一部改正され令和８年４月１日に
施行されることに伴い、「甲賀市消防団員等公務災害補償条例」の一部を改正するも
の。

議案第 22 号 令和７年度甲賀市一般会計補正予算（第１０号）

道路維持補修事業や団体営土地改良事業など、国や県の補助採択や追加割当に伴う事業
の追加及び事業費の増額、寄附金を財源とする備品等購入及び基金積立て、また、入札
差額や事業費の確定により不用となった予算の一部を減額するなどにより、歳入歳出か
らそれぞれ１１４，０３３千円を減額し、歳入歳出予算総額を４８，８７８，７９７千
円とするもの。

議案第 23 号 令和７年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

直営診療施設に対する特別調整交付金の額の変更等に伴い、歳入歳出予算にそれぞれ
１，７７９千円を追加し、歳入歳出予算総額を８，７８８，３０９千円とするもの。

議案第 24 号 令和７年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

滋賀県後期高齢者医療広域連合の市町負担金の変更に伴い、歳入歳出予算にそれぞれ８
８，６３６千円を追加し、歳入歳出予算総額を２，７１２，５６３千円とするもの。

議案第 25 号 令和７年度甲賀市介護保険特別会計補正予算（第４号）

実績見込みにより不足が見込まれる介護サービス給付費の増額等について所要の補正を
行うため、歳入歳出予算にそれぞれ１７０，４９７千円を追加し、歳入歳出予算総額を
８，８１７，１９５千円とするもの。

議案第 26 号 令和７年度甲賀市水道事業会計補正予算（第４号）

配水管等の耐震化について所要の補正を行うため、資本的収入を９６，５０９千円追
加、資本的支出を１１０，０００千円追加するもの。

議案第 27 号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて

甲賀市信楽産業展示館の指定管理者に公益財団法人滋賀県陶芸の森を指定するもの。

議案第 28 号 和解及び損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについて

令和７年８月２６日、水口町伴中山地先の市道北脇・八田幹線において、倒木に起因す
る事故により、相手方の車両を損傷させたことによる損害賠償の額を定めたもの。

甲賀市病院事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

甲賀市消防団条例の一部を改正する条例の制定について

甲賀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について


